
教育基本法「改正」案の強行採決に断固抗議する 

 

11 月 16 日午後、教育基本法「改正」案が自民、公明両党などの賛成によって、

衆議院の教育基本法特別委員会につづき本会議においても強行採決されたこと

に私たちは断固抗議します。 

今の臨時国会では、必要科目の履修漏れや「いじめ」問題による痛ましい事

件の続発、さらにはタウンミーティングでの「やらせ」質問が焦点になりまし

たが、教育基本法の「改正」が現在の教育問題の解決にどう結びつくのか、論

議を深めるべきです。それにも関わらず、強行採決に踏み切った政府・与党の

責任は極めて重大です。 

私たちは、市民の声を反映した教育制度と教育内容を実現することを強く求

めるとともに、教育基本法「改正」案の廃案を求めるものです。 
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